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和歌山大学名誉教授称号授与規程 

制  定 昭和３０年 ３月１５日 

最終改正 令和 ４年１１月２５日 

 

第１条 学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第１０６条の規定に基

づき、和歌山大学名誉教授（以下「名誉教授」という。）の称号を授与する場合は、この規

程の定めるところによる。 

第２条 名誉教授の称号（以下「称号」という。）は、和歌山大学（以下「本学」という。）に

学長、教授、准教授又は専任講師として多年勤務した者で、教育上又は学術上特に功績の

あった者に対し、教育研究評議会（以下「評議会」という。）の選考を経て本学が授与する。 

２ 前項に定める者が本学の役員になった場合は、その期間を前職の期間に算入する。 

第３条 前条の勤務年数の標準は、次のとおりとする。 

（１） 前条に該当する者として在職することが２０年以上で、そのうち教授として１０ 

年以上勤務した者。ただし、大学の運営に関して特に功労の顕著であつた者及び教育上又

は学術上の功績が特に顕著であった者は、この年数に達しなくとも選考することができる。 

（２） 前条に該当する者として在職することが３５年以上で、そのうち教授として勤務し

た者は、選考することができる。 

第４条 称号を授与しようとするときは、国立大学法人和歌山大学組織規則第１５条に定

める学部等又は第１６条に定める基幹若しくは機構の長は、学長に推薦するものとする。

ただし、前任学長の場合は、役員会が推薦し、学長を除く前任役員の場合は、学長が評議

会に発議するものとする。 

２ 学長は、前項の推薦又は発議があったときは、評議会の３分の２以上の同意を得て、称

号授与の手続を行う。 

第５条 名誉教授の称号授与の辞令様式は、別記のとおりとする。 

第６条 称号を授与した者又は称号の授与を決定した者の行為により本学の名誉又は社会的

信用が損なわれたと認められるときは、学長は評議会の議を経て、その者に対する称号の

取消し又は称号の授与を留保することができる。 

２ 辞令を交付した後に、前項による称号の取消しを行った場合は、辞令を返還させる。 

第７条 この規程に定めるもののほか、称号の授与及び取消し等に関し、必要な事項は評議

会の議を経て、別に定める。 

   附 則 

 この規程は、昭和３０年３月１５日から施行する。 

   附 則（昭和５２年３月１０日一部改正） 

 この改正規程は、昭和５２年３月１０日から施行し、昭和５１年６月１日から適用する。 

   附 則（平成元年１１月７日一部改正） 

 この改正規程は、平成元年１１月７日から施行する。 

   附 則（平成５年１月２２日一部改正） 

 この改正規程は、平成５年１月２２日から施行し、平成４年１０月１日から適用する。 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１０７号） 

 この改正規程は、平成１６年４月１日から施行する。 



名誉教授規程 

１５２ 

   附 則（平成１７年４月１５日一部改正：法人和歌山大学規程第４２２号） 

 この改正規程は、平成１７年４月１５日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１８年３月１７日一部改正：法人和歌山大学規程第４８３号） 

 この改正規程は、平成１８年３月１７日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第５８３号） 

１ この改正規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この改正規程施行前の助教授としての在職期間は、改正後の第２条の准教授の在職期間

とみなす。 

   附 則（平成２０年３月３１日一部改正：法人和歌山大学規程第７５６号） 

 この改正規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０４５号） 

 この改正規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第１９２４号） 
この改正規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１１月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第２４７７号） 
この改正規程は、令和４年１１月２５日から施行する。 
ただし、この規程改正前に授与した称号については、なお従前の例による。 
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